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学校通信 うきは市立御幸小学校

ＮＯ １０ 校長 松田清孝 文責

御幸小から発信！ 人権を大切にすることで…

１２月３日、白壁ホールで「うきは市人権フェステ

ィバル」が行われ、本校３年生がステージ発表をしま

した。「事実や理由を確かめず、きめつけることはよ

くない」「いじめに気付いているのに、何も行動しな

いのは、いじめていることと同じ」など、総合的な学

習の時間に学んだことを劇にして伝えました。会場に

来られていた多くの方から、「とてもよかった」「発表

を見て元気が出た」という声をかけて頂ました。

これまでの学びも今回の発表内容もよかったと思いますが、それ以上に、「普段から人

権を大切にしているからこそ、子どもたちがこんなに元気で、伸び伸び表現できる」…と

いうことを、発表する姿を通して伝えられたことに大きな意味があると思います。

御幸小は、ずっと前から人権教育を大切にしています。現在も同じです。その積み重ね

の成果として、今回の子どもたちの姿や、普段の生活の中でのおかしさへの気付き、友だ

ちや下級生へのやさしさがあります。これからも、「自分や周りの人を大切にできる子」

を育てていきます。

「みゆき人権週間」の取り組み
続けて人権の話になりますが、１１月の代表委員会

では、「みゆき人権週間をしよう」の議題で、各クラ

スの取り組みを出し合いました。

子どもたちの姿の中には、上に述べたようなよい関わりがある一方で、まだまだ相手を

大事にできていない言動もあります。今回の話合いは、このような現状をもとに、「お互

いに気をつけて、みんなで安心できる学校にしよう！」というものです。私たち職員も、

子どもたちへの指導だけでなく、私たち自身が子どもの人権を尊重しているか、職員同士

が互いに尊重し合うことができているか等、心がけて生活しているところです。

今週（４日～１０日）は、ちょうど法務省が定める人権週間でもあります。ご家庭でも

御 幸



お互いを尊重する関わりや声かけができているか、振り返る機会にしてください。

※法務省ホームページより

昭和23年（1948年）12月10日、国際連合第 ３

回総会において、全ての人民と全ての国とが 達

成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原

則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日で

ある12月10日は、「人権デー（Human Rights Day）」と定められています。

法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする１週間（12月４日から12月10日）を「人権週間」

と定め、昭和24年（1949年）から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特

に強化して行っています。いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、

障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別（同和問題）、ハンセン病問

題といった多様な人権問題が依然として存在しています。

これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、

自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深めることが不可欠です。

※法務省ＨＰ内にある人権啓発動画「『誰か』のことじゃない。」

…お薦めです。ぜひ、ご覧下さい。→

修学旅行の報告 ～ちょっと遅くなりましたが…～

１０月１７，１８日に、６年生と修学旅行に行ってきまし

た。学校での普段の生活通りに、学ぶときはしっかり学び、

楽しむときは思いっきり楽しむ…そんな２日間でした。平和

学習では、被爆された方の話を真剣に聴き、その後、たくさ

んの子が進んで感想を発表しました。追悼記念館での平和集

会も真剣そのもので、修学旅行に向けての学びの深さを感じ

ました。バスの中では、レク係を中心にクイズや歌で盛り上

がっているかと思うと、バスガイドさんの話になると、すぐ

に静かになり、学びモードに切り替えることができました。私は、２日目のフィールドワークで、中

心地からちょっと離れた亀山社中跡・風頭公園坂本龍馬像まで行く班に同行することになり、長い坂

道を歩いたり、一緒にちりんちりんアイスを食べたり、とても楽しい時間を過ごすことができました。


